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圧縮水素貯蔵量上限の緩和：実証事業の進捗と今後の取組について

主 体
R7（2025）年度 R8（2026）年度 R9（2027）年度 R10年度～

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

国
（経産省・国交省）

道（・市）

事業者

北海道・札幌市

実証事業（３カ年で実施）

● 調査事業（Ｒ７年度）：貯蔵施設・設備設計、事業可能性調査等

● 準備行為（Ｒ８年度）：特例許可取得に向けた札幌市との事前協議

● 実 証（Ｒ９年度）：住民説明会、特例許可・貯蔵所許可の取得 → 施設・設備整備

公募

受 託

オブザーバー参加（意見・提案）

○ 関連設備の検討・設計
○ 事業可能性調査
○ マニュアル作成

圧縮水素の規制の見直し検討

調 査 事 業

事前協議 ・ 住民説明 ・ 許可申請 ・ 審議会 ・ 施設／設備整備

実 証 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル （案）

現 状 変更案

貯 蔵 量：14.7Mpa・7m3(5.6Nm3）×40本＝280m3 （224Nm3） 貯 蔵 量：45Mpa・59m3(40.7Nm3）×36本＝2,124m3 （1,465Nm3）

高圧複合材料容器

貯蔵状況

貯蔵庫外観

準 備 行 為

連 携

○ 関係機関との調整 等

交換頻度：10日毎に20本交換（交換頻度に合わせて運転調整） 交換頻度：２週間毎に１８本交換（２週間・２４時間稼働で1,062m3消費）

○ 設 備 整 備

実 証
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